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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 
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正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、 貴協会の定款の施行に関する規則

第10条第１項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

１.委託会社等の概況 

(1) 資本金の額等（平成27年11月末現在） 

  資本金の額 649.5百万円
  発行する株式の総数 30,000株
  発行済株式総数 23,060株
  

(2) 委託会社の機構（平成27年11月末現在） 

 

 

 

 

・会社の意思決定機構 

取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する

機関で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。

取締役の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までと

し、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取

締役の任期の満了する時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締

役の任期の満了する時までとします。 

取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。 

取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任しま

す。 



取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務

執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取

締役の過半数をもって行います。 

 

・運用体制 

委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価

値以上の価格で取引されている有価証券には投資するべきでないとの運用哲学に基づき、

運用を行っております。 

委託会社における意思決定プロセスは、まず投資運用委員会において投資方針の決定を

行います。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、

投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断

を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投

資リスクのモニタリング等も行います。 

運用部から独立したリーガル＆コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状

況のチェックを行います。オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリ

ングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィー

ドバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。 

  

２.事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、

証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者とし

てその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助

言・代理業を行っています。 

  

委託会社の運用する証券投資信託は、平成27年11月末現在、以下の通りです（親投資信

託を除きます。）。   

ファンドの種類 本数 純資産総額 

追加型株式投資信託 28 1,000,533 百万円 

合計 28 1,000,533 百万円 

  

  



３.委託会社等の経理状況 

 

1.  委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取
引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。 
 また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

 委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業
等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。 

 また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2.  委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期事業年度（自平成26
年4月1日至平成27年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受け
ております。 

 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間会計期間(自平
成27年4月1日至平成27年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人の中間
監査を受けております。 

 

  



独立監査人の監査報告書 

 

平成27年6月12日

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

 取締役会 御中 

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 平栗 郁朗  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成26年4月1日から平成27

年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。  

  
  



財務諸表 

(1)【貸借対照表】 
(単位:千円)

 
前事業年度 

（平成26年3月31日） 
 

当事業年度 
（平成27年3月31日）  

資産の部  
 流動資産  
  現金及び預金 1,567,443  1,765,123
  前払費用 12,529  30,833
  未収委託者報酬 970,004  1,417,026
  未収投資顧問料 -  303,562
  未収入金 34,853  24,000
  繰延税金資産 85,964  57,751
  流動資産合計 2,670,796  3,598,298
 固定資産  
  有形固定資産 ※1  ※1 
   建物 83,222  76,351
   器具備品 37,615  45,230
   リース資産 16,070  11,480
   有形固定資産合計 136,908  133,062
  無形固定資産 ※2  ※2 
   ソフトウェア 10,772  8,564
   電話加入権 288  288
   無形固定資産合計 11,060  8,852
  投資その他の資産  
   長期差入保証金 81,173  75,792
   繰延税金資産 37,864  51,674
   その他 15,507  6,432
   投資その他の資産合計 134,545  133,899
  固定資産合計 282,514  275,814
 資産合計 2,953,311  3,874,112
負債の部  
 流動負債  
  未払金  
   未払手数料 460,044  660,643
   関係会社未払金 150,271  462,755
   その他未払金 30,172  46,003
  未払費用 38,487  59,022
  未払法人税等 142,718  250,659
  預り金 83,623  111,562
  賞与引当金 163,234  109,016
  未払消費税等 33,624  188,523
  リース債務 3,937  3,528
  流動負債合計 1,106,113  1,891,715
 固定負債  
  退職給付引当金 99,211  128,367
  リース債務 12,975  8,526
  固定負債合計 112,186  136,893
 負債合計 1,218,300  2,028,609
純資産の部  
 株主資本  
  資本金 649,500  649,500
  資本剰余金  
   資本準備金 616,875  616,875
   資本剰余金合計 616,875  616,875
  利益剰余金  
   その他利益剰余金  
    繰越利益剰余金 468,635  579,128
   利益剰余金合計 468,635  579,128
  株主資本合計 1,735,010  1,845,503
 純資産合計 1,735,010  1,845,503
負債・純資産合計 2,953,311  3,874,112  

  



(2)【損益計算書】 
(単位:千円) 

     前事業年度  当事業年度 
(自 平成25年4月 1日  (自 平成26年4月 1日 

      至 平成26年3月31日)   至 平成27年3月31日) 
営業収益 
 委託者報酬 5,427,758 6,475,952
 投資顧問料 3,961 281,076
 その他営業収益 32,102 35,656
 営業収益合計 5,463,823  6,792,685
営業費用 
 支払手数料 1,782,642 2,046,979
 広告宣伝費 107,465 147,515
 調査費 142,025 188,753
 委託調査費 1,373,055 1,900,582
 委託計算費 57,462 101,075
 通信費 15,152 17,383
 諸会費 6,099 5,044
 営業費用合計 3,483,903  4,407,336
一般管理費 
 役員報酬 90,294 133,306
 給料・手当 581,732 592,449
 賞与 122,707 198,971
 交際費 6,382 6,242
 旅費交通費 28,154 40,197
 租税公課 26,691 14,677
 不動産賃借料 114,259 115,705
 退職給付費用 34,427 111,296
 減価償却費 26,227 24,403
 採用費 24,514 22,352
 専門家報酬 15,344 24,977
 業務委託費 28,542 29,977
 敷金の償却 5,365 5,365
 諸経費 46,435 56,337
 一般管理費合計 1,151,079  1,376,262
営業利益 828,840  1,009,086
営業外収益 
 受取利息 126 82
 受取配当金 517 568
 不動産賃貸収益 7,277 4,688
 雑収入 9 451
 営業外収益合計 7,930  5,792
営業外費用 
 為替差損 54,928 27,965
 雑損失 1,500 600
 営業外費用合計 56,428  28,565
経常利益 780,342  986,313
特別損失 
 固定資産除却損 193 204
 ゴルフ会員権売却損 - 3,380
 特別損失合計 193  3,585
税引前当期純利益 780,148  982,728
法人税、住民税及び事業税 295,753 389,197
法人税等調整額 15,759 14,403
法人税等合計 311,513  403,601
当期純利益 468,635  579,127

 

  



(3)【株主資本等変動計算書】 

 

前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) 

 

(単位:千円) 

項目 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 
合計 資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

当期首残高 649,500 616,875 663,634 1,930,009 1,930,009

当期変動額           

  剰余金の配当 － － △ 663,634 △ 663,634 △ 663,634

  当期純利益 － － 468,635 468,635 468,635

当期変動額合計 － － △ 194,998 △ 194,998 △ 194,998

当期末残高 649,500 616,875 468,635 1,735,010 1,735,010

 

当事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) 

 

(単位:千円) 

項目 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 
合計 資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

当期首残高 649,500 616,875 468,635 1,735,010 1,735,010

当期変動額           

  剰余金の配当 － － △ 468,635 △ 468,635 △ 468,635

  当期純利益 － － 579,127 579,127 579,127

当期変動額合計 － － 110,492 110,492 110,492

当期末残高 649,500 616,875 579,128 1,845,503 1,845,503

 

  



重要な会計方針 

 

1. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

① 平成19年3月31日以前に取得したもの 

   旧定額法によっております。 

② 平成19年4月1日以降に取得したもの 

   定額法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

      建物       10年～18年 

      器具備品      3年～15年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 

  定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

2. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 

  一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

但し、当期の計上額はありません。 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

 

  従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都

合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含

めて計上しております。 
 

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

 ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。 

                  

前事業年度 当事業年度 

  (平成26年3月31日現在)  (平成27年3月31日現在) 

  建物  27,306 千円    34,177 千円

  器具備品  39,925 千円   49,355 千円

  リース資産   3,597 千円     6,640 千円

計   70,828 千円     90,173 千円

  

 ※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。 

前事業年度 当事業年度 

  (平成26年3月31日現在)  (平成27年3月31日現在) 

  ソフトウェア  7,872 千円    11,445 千円

  



 
(株主資本等変動計算書関係) 
 
前事業年度（自 平成25年4月1日  至 平成26年3月31日）  
 
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項     

 

 
 

当事業年度 
期首株式数 

(株) 

当事業年度
増加株式数

(株) 

当事業年度
減少株式数

(株) 

当事業年度 
末株式数 
(株) 

 

発行済株式 

  普通株式 23,060 - - 23,060  

  合計 23,060 - - 23,060 

 

2．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成25年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 663 利益剰余金 28,778 平成25年3月31日 平成25年7月1日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 
  平成26年6月30日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事
項を次の通り提案しております。 

 ① 剰余金の配当の総額 468百万円
 ② 配当の原資 利益剰余金
 ③ 1株当たり配当額 20,322円
 ④ 基準日 平成26年3月31日
 ⑤ 効力発生日 平成26年7月 1日

 

 

当事業年度（自 平成26年4月1日  至 平成27年3月31日） 
 
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項     

 

 
 

    

当事業年度 
期首株式数 

(株) 

当事業年度
増加株式数

(株) 

当事業年度
減少株式数

(株) 

当事業年度 
末株式数 
(株) 

 

発行済株式     

  普通株式     23,060 - - 23,060  

  合計     23,060 - - 23,060 

 

2．配当に関する事項 

 

配当金支払額 

 
決議 

株式の 

種類 

配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

 
平成26年6月30日 

定時株主総会 
普通株式 468 利益剰余金 20,322 平成26年3月31日 平成26年7月1日

  



(リース取引関係) 

 

1．ファイナンスリース取引   

所有権移転外ファイナンスリース取引 

(1)リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主として、コピー機(器具備品)であります。 

(2)リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「1．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。 

 

2．オペレーティング・リース取引   

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

   該当事項はありません。 

 

(金融商品関係) 

 

1．金融商品の状況に関する事項   

 (1) 金融商品に対する取組方針 

 

 当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預金

等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等

の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。 

 (2) 金融商品の内容およびリスク 

 

 営業債権である未収委託者報酬、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者で

ある信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。 

  営業債権である未収投資顧問料は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産

が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。 

 長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。 

 また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。 

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 

 当社は、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。 

 また、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項   

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。 

 

 前事業年度（平成26年3月31日） 

  (単位:千円) 

 
 

貸借対照表 

計上額(*) 
時価(*) 差額 

(1) 現金及び預金 1,567,443 1,567,443 - 

(2) 未収委託者報酬 970,004 970,004 - 

(3) 長期差入保証金 81,173 81,173 - 

 (4) 未払金 (640,488) (640,488) - 

 （*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

当事業年度（平成27年3月31日） 

  (単位:千円) 

 
 

貸借対照表 

計上額(*) 
時価(*) 差額 

(1) 現金及び預金 1,765,123 1,765,123 - 

(2) 未収委託者報酬 1,417,026 1,417,026 - 

(3) 未収投資顧問料 303,562 303,562 - 

(4) 長期差入保証金 75,792 75,792 - 

 (5) 未払金 (1,169,402) (1,169,402) - 

 （*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

 (1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収投資顧問料 

 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 



 (4) 長期差入保証金 

 

 これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。 

 (5) 未払金 

 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

 

（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額 

 

 

 

前事業年度（平成26年3月31日）    

 

(単位:千円) 

 
 １年以内 

1年超 

5年以内 

5年超 

10年以内 
10年超 

(1) 現金及び預金 1,567,443 - - - 

(2) 未収委託者報酬 970,004 - - - 

(3) 長期差入保証金 10,987 70,185 - - 

  合計 2,548,436 70,185 - - 

 

当事業年度（平成27年3月31日） 

(単位:千円) 

 
 １年以内 

1年超 

5年以内 

5年超 

10年以内 
10年超 

(1) 現金及び預金 1,765,123 - - - 

(2) 未収委託者報酬 1,417,026 - - - 

(3) 未収投資顧問料 303,562 - - - 

(4) 長期差入保証金 8,390 67,401 - - 

  合計 3,494,103 67,401 - - 

 
 

(有価証券関係) 

   該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係) 

   該当事項はありません。 

  



 
(退職給付関係) 

1. 採用している退職金制度の概要 

  退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計

士協会 会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)に

より、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、一部の従業員を対象とし

た特別退職慰労金規程に基づく当期末所要額及び内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要額も退職給付

引当金に含めて計上しております。 

 

2．退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表 

           

前事業年度 当事業年度 

（自 平成25年4月 1日 （自 平成26年4月 1日 

    至 平成26年3月31日）   至 平成27年3月31日） 

 退職給付引当金期首残高 103,937 千円  99,211 千円 

 退職給付費用 26,177 千円  61,891 千円 

 退職給付の支払額 △ 30,902 千円  △ 32,735 千円 

 退職給付引当金期末残高 99,211 千円  128,367 千円 

 

3．退職給付費用に関する事項  

           

前事業年度 当事業年度 

（自 平成25年4月 1日 （自 平成26年4月 1日 

    至 平成26年3月31日）   至 平成27年3月31日） 

退職給付費用 34,427 千円 111,296 千円 

 

  



(税効果会計関係） 

 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成26年3月31日) (平成27年3月31日) 

繰延税金資産 

  賞与引当金損金算入限度超過額 58,176 千円 36,084 千円 

  退職給付引当金損金算入限度超過額 35,359 千円 41,514 千円 

  未払費用否認額 7,676 千円 2,238 千円 

  未払事業税 11,736 千円 19,360 千円 

  その他 10,880 千円 10,228 千円 

  繰延税金資産の総額 123,829 千円 109,426 千円 

 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成26年3月31日) (平成27年3月31日) 

法定実効税率 38.01 ％ 35.64 ％ 

(調整) 

住民税均等割 0.12 ％ 0.09 ％ 

交際費等永久差異 0.42 ％ 0.30 ％ 

役員給与永久差異 3.44 ％ 4.25 ％ 

その他 △2.06 ％ 0.77 ％ 

税効果会計適用後の法人税の負担率 39.93 ％ 41.07 ％ 

 

3．法人税等の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税

率等の引き下げが行われることとなりました。 

  これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年4

月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10％に、平成28年4月1日以降に開始す

る事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.34％となります。 

  この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円減少し、法人税等調整額

の金額が9百万円増加しております。 

 

（持分法損益等） 

   該当事項はありません。 

 

  



(関連当事者情報) 

 

1．関連当事者との取引 

 
前事業年度 （自 平成25年4月1日  至 平成26年3月31日） 
兄弟会社等 

属 性 会社等の名称 所在地 

資本金 

又は 

出資金 

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目

期末残高

（千円）

親会社の

子会社 

ピーピーエム 

アメリカ インク 

米国 

イリノイ州 

1千 

米ドル 

投資

運用業
なし 

調査業務の 

委託 

委託調査費

の支払(注) 
183,481 未払金 14,297

親会社の

子会社 

エム アンド ジー 

インベストメント 

マネジメント リミ

テッド 

英国 

ロンドン市 

9,350千

英ポンド

投資

運用業
なし 

調査業務の 

委託 

委託調査費

の支払(注) 
33 未払金 0

親会社の

子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ（シンガポー

ル)リミテッド 

シンガポール 

1百万 

シンガ 

ポール 

ドル 

投資

運用業
なし 

調査業務の委託

システム情報 

関係契約 

役員の兼任 

委託調査費

の支払(注) 
1,188,956 未払金 108,827

情報関連費

の支払 
13,847 未払金 3,208

親会社の

子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ・サービス・

プライベートリミ

テッド 

シンガポール 

1千5万 

シンガ 

ポール 

ドル 

その他

サービ

ス業

なし 
商標使用契約 

役員の兼任 

ロイヤリ

ティの支払 
39,877 未払金 18,990

親会社の

親会社 

プルーデンシャ

ル・ホールディン

グス・リミテッド 

英国 

ロンドン市 

623百万

英ポンド

持株

会社
なし 管理業務の委託 業務委託 33,629 未払金 4,900

親会社の

子会社 

エムアンドジーリ

アルエステイト

ジャパン株式会社 

東京都 

千代田区 
300万円

不動

産業
なし 不動産の賃貸 

不動産賃貸

料の受領 
7,277 未収金 2,260

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注)委託調査費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。 

 
当事業年度 （自 平成26年4月1日  至 平成27年3月31日） 
兄弟会社等 

属 性 会社等の名称 所在地 

資本金 

又は 

出資金 

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目

期末残高

（千円）

親会社の

子会社 

ピーピーエム 

アメリカ インク 

米国 

イリノイ州 

1千 

米ドル 

投資

運用業
なし 調査業務の委託

委託調査費

の支払(注) 
155,511 未払金 12,603

親会社の

子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ（シンガポー

ル)リミテッド 

シンガポール

1百万 

シンガ 

ポール 

ドル 

投資

運用業
なし 

調査業務の委託

計算業務の委託

システム情報 

関係契約 

役員の兼任 

委託調査費

の支払(注) 
1,744,490

未払金 380,343
委託計算費

の支払(注) 
31,565

情報関連費

の支払 
6,645 未払金 7,608

親会社の

子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ・サービス・

プライベートリミ

テッド 

シンガポール

1千5万 

シンガ 

ポール 

ドル 

その他

サービ

ス業

なし 
商標使用契約 

役員の兼任 

ロイヤリ

ティの支払 
49,462 未払金 26,551

親会社の

親会社 

プルーデンシャ

ル・ホールディン

グス・リミテッド 

英国 

ロンドン市 

623百万

英ポンド

持株

会社
なし 管理業務の委託 業務委託 77,336 未払金 35,461

親会社の

子会社 

エムアンドジーリ

アルエステイト

ジャパン株式会社 

東京都 

港区 
300万円

不動

産業
なし 不動産の賃貸 

不動産賃貸

料の受領 
4,688 未収金 0

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。 

 
2．親会社に関する注記 
 プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド（非上場） 

  



 
(資産除去債務関係) 

 当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資

産除去債務として認識しております。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと

認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっており

ます。なお、見積もりに当たり、使用見込期間は入居時から10年間を採用しております。 

 

(セグメント情報等）       

 セグメント情報 

  当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

関連情報       

 

1．製品及びサービスごとの情報 

 前事業年度（自平成25年4月1日至平成26年3月31日） 

(単位:千円)

  委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 合計 

外部顧客への売上高 5,427,758 3,961 32,102 5,463,823

 

 当事業年度（自平成26年4月1日至平成27年3月31日） 

(単位:千円)

  委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 合計 

外部顧客への売上高 6,475,952 281,076 35,656 6,792,685

 

2．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 

 本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上

高の記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

 

3．主要な顧客ごとの情報       

  外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありま

せん。 

 
(1株当たり情報) 

   前事業年度 当事業年度 

   （自 平成25年4月 1日 （自 平成26年4月 1日 

     至 平成26年3月31日）   至 平成27年3月31日） 

 1株当たり純資産額 75,238円98銭 80,030円49銭

 1株当たり当期純利益 20,322円44銭 25,113円92銭

 (注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

 (注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

   前事業年度 当事業年度 

 （自 平成25年4月 1日 （自 平成26年4月 1日 

     至 平成26年3月31日）   至 平成27年3月31日） 

 当期純利益 468,635千円 579,127千円

 普通株主に帰属しない金額 - -

 普通株主に係る当期純利益 468,635千円 579,127千円

 普通株式の期中平均株式数 23,060株 23,060株

  

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

平成27年12月11日

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

取締役会 御中 

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 平栗 郁朗  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成27年4月1日から平成28

年3月31日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ

の他の注記について中間監査を行った。 

 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に

準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の

有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得

るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。 

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意

見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監

査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、

中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間監査意見 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。 
 
  



 

中間財務諸表 

1．中間貸借対照表 
(単位:千円)

      当中間会計期間末
      (平成27年9月30日)

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 1,792,157
  有価証券 566,070
  前払費用 44,139
  未収委託者報酬 1,423,098
  未収投資顧問料 158,678
  未収入金 11,810
  繰延税金資産 128,073
  流動資産合計 4,124,027
 固定資産 
  有形固定資産 ※1
   建物 73,346
   器具備品 52,067
   リース資産 11,865
   有形固定資産合計 137,278
  無形固定資産 ※2
   ソフトウェア 17,927
   電話加入権 288
   無形固定資産合計 18,215
  投資その他の資産 
   長期差入保証金 73,624
   繰延税金資産 62,127
   その他 6,432
   投資その他の資産合計 142,184
  固定資産合計 297,678
 資産合計 4,421,706
負債の部 
 流動負債 
  未払金 
   未払手数料 679,639
   関係会社未払金 313,478
   その他未払金 14,397
  未払費用 58,621
  未払法人税等 388,110
  預り金 14,819
  賞与引当金 264,655
  未払消費税等 ※3 113,721
  リース債務 3,981
  流動負債合計 1,851,426
 固定負債 
  退職給付引当金 158,622
  リース債務 8,538
  固定負債合計 167,161
 負債合計 2,018,587
純資産の部 
 株主資本 
  資本金 649,500
  資本剰余金 
   資本準備金 616,875
   資本剰余金合計 616,875
  利益剰余金 
   その他利益剰余金 
    繰越利益剰余金 1,136,743
   利益剰余金合計 1,136,743
  株主資本合計 2,403,118
 純資産合計 2,403,118
負債・純資産合計 4,421,706

  



 
2．中間損益計算書 

 (単位:千円)
           当中間会計期間 

  (自 平成27年4月 1日 
          至 平成27年9月30日) 

営業収益 
 委託者報酬 4,343,228
 投資顧問料 146,924
 その他営業収益 26,017
 営業収益合計 4,516,171
営業費用 2,859,439
一般管理費 ※1 752,461
営業利益 904,270
営業外収益 
 受取利息 50
 受取配当金 3
 為替差益 5,901
 営業外収益合計 5,956
営業外費用 
 有価証券評価損 35,929
 営業外費用合計 35,929
経常利益 874,297
特別利益 -
特別損失 -
税引前中間純利益 874,297
法人税、住民税及び事業税 397,456
法人税等調整額 △ 80,774
法人税等合計 316,681
中間純利益 557,615

 

 

 

3．中間株主資本等変動計算書 

 

当中間会計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日) 

(単位:千円)

項目 

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 資本準備金
その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

当期首残高 649,500 616,875 579,128 1,845,503 1,845,503

当中間期変動額           

  剰余金の配当 － － － － －

  中間純利益 － － 557,615 557,615 557,615

当中間期変動額合計 － － 557,615 557,615 557,615

当中間期末残高 649,500 616,875 1,136,743 2,403,118 2,403,118

  



 

重要な会計方針 

  

1. 資産の評価基準及び評価方法 

  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 売買目的有価証券 

   時価法により行っています。 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

① 平成19年3月31日以前に取得したもの 

   旧定額法によっております。 

② 平成19年4月1日以降に取得したもの 

   定額法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

      建物       10年～18年 

      器具備品      3年～15年 

  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

  

  定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法を採用しております。 

  

(3) リース資産    

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  

  一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

但し、当期の計上額はありません。 

  

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 

  

(3) 退職給付引当金 

  

  従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都

合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含

めて計上しております。 

  

4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

(1) 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

  



 
注記事項 

  
(中間貸借対照表関係) 

 ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。 
   

当中間会計期間末 
  (平成27年9月30日) 
建物  37,618 千円 
器具備品  55,556 千円 
リース資産   7,035 千円 

計   100,209 千円 
  

 ※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。 
  

当中間会計期間末 
  (平成27年9月30日) 
ソフトウェア   13,752 千円 

 

 ※3 消費税等の取り扱い 
  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として
表示しております。 

 

 

(中間損益計算書関係) 

 ※1 減価償却実施額 
当中間会計期間 

（自 平成27年4月 1日 
    至 平成27年9月30日） 
有形固定資産    11,356 千円 
無形固定資産     2,307 千円 

計   13,663 千円 
     

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
    当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間 
    期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数 
    (株) (株) (株) (株) 
  発行済株式 

 普通株式 23,060 - - 23,060 
合計 23,060 - - 23,060 

 

(リース取引関係) 

 当中間会計期間 （自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日）  

1. ファイナンスリース取引 

所有権移転外ファイナンスリース取引 

(1)リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主として、コピー機(器具備品)であります。 

(2)リース資産の減価償却の方法 

    重要な会計方針「1．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。 

 

2. オペレーティング・リース取引 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

   該当事項はありません。 

  



 

(金融商品関係） 

当中間会計期間 （自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日） 

  

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

 

  当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預金

等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等

の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。 

② 金融商品の内容およびリスク 

 

 有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資

信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク

に晒されております。 

 営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者

である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。 

  営業債権である未収投資顧問料は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産

が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。 

 長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。 

 また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

 

 当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。 

 また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。 

 また、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。 

  

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

 

 平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであり

ます。 

   (単位:千円) 

  

  中間貸借対照表 

計上額(*) 
時価(*) 差額 

 

①現金及び預金 1,792,157 1,792,157 - 

②有価証券 566,070 566,070 - 

③未収委託者報酬 1,423,098 1,423,098 - 

④未収投資顧問料 158,678 158,678 - 

⑤長期差入保証金 73,624 73,624 - 

⑥未払金 (1,007,515) (1,007,515) - 

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項 

① 現金及び預金 

  

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

② 有価証券 

  

 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

③ 未収委託者報酬、 ④ 未収投資顧問料 

  

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

⑤ 長期差入保証金 

  

 これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 



⑥ 未払金 

  

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 

(有価証券関係) 

(1) 売買目的有価証券 

    当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 35,929千円 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

  該当事項はありません。 

 

 

(資産除去債務関係） 

当中間会計期間 （自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日） 

  当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、

資産除去債務として認識しております。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によって

おります。なお、見積もりに当たり、使用見込期間は入居時から10年間を採用しております。 

  

(セグメント情報等） 

当中間会計期間 （自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日） 

 セグメント情報 

 当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

 関連情報 

 当中間会計期間 （自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日） 

 

  1. 製品及びサービスごとの情報 

(単位:千円)

  委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 合計 

外部顧客への売上高 4,343,228 146,924 26,017 4,516,171

 

2. 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの

売上高の記載を省略しております。 

(2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

  

3. 主要な顧客ごとの情報 

 

 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は

ありません。 

 

  



(1株当たり情報) 

      

   当中間会計期間 

   （自 平成27年4月 1日 

     至 平成27年9月30日） 

 1株当たり純資産額 104,211円57銭   

 1株当たり中間純利益金額 24,181円7銭   

  

(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

(注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

       

   当中間会計期間 

   （自 平成27年4月 1日 

     至 平成27年9月30日） 

 中間純利益 557,615千円   

 普通株主に帰属しない金額 －  

 普通株主に係る中間純利益 557,615千円   

 普通株式の期中平均株式数 23,060株   

  

  

(重要な後発事象) 

  

  該当事項はありません。  

 
  



公開日 平成28年1月14日 

作成基準日 平成27年12月11日 

 

 

本店所在地  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 

お問い合わせ先   リーガル＆コンプライアンス部 


